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第１ 審査会の結論 

   群馬県知事が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。 

 

第２ 諮問事案の概要 

 １ 公文書開示請求 

  審査請求人（以下「請求人」という。）は、群馬県情報公開条例（平成１２

年群馬県条例第８３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、群

馬県知事（以下「実施機関」という。）に対し、令和４年２月１７日付けで、

「太田産業技術専門校及び前橋産業技術専門校について、じん肺法施行規則第

３７条第１項の規定に基づいて平成２９年１月１日から令和３年２月末日まで

所轄労働基準監督署を通じて群馬労働局長へ提出したじん肺健康管理実施状況

報告」の公文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関の決定 

実施機関は、本件請求に係る公文書について存在しないことを確認し、前橋産

業技術専門校（以下「前橋校」という。）が所管する公文書について令和４年３

月１日付け公文書不存在決定（以下「本件処分１」という。）を行い、太田産業

技術専門校（以下「太田校」という。）が所管する公文書について同年３月２日

付け公文書不存在決定（以下「本件処分２」という。以下本件処分１及び本件処

分２を併せて「本件各処分」という。）を行い、不存在の理由を次のとおり付し

て、請求人に通知した。 

  （本件処分１における不存在の理由） 

   じん肺法に関する健康管理実施状況報告については、労働基準監督機関である

群馬労働局には本校に関する監督権限がないため提出しておらず、作成もしてい

ないため。 

  （本件処分２における不存在の理由） 

   じん肺法に関する健康管理実施状況に関する報告について、労働基準監督機関

である群馬労働局には本校に関する監督権限がないため請求のあった公文書は作

成していない。 

 

 ３ 審査請求 

   請求人は、実施機関に対して、本件各処分を不服として令和４年３月７日付け

で審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

 ４ 弁明書の送付 

   実施機関は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第３項におい

て読み替えて適用する同法第２９条第２項の規定に基づき、令和４年４月１５日
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付け及び同月１８日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。 

 

 ５ 諮問 

   実施機関は、条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下

「審査会」という。）に対して、令和４年６月２９日、本件審査請求に係る事案

（以下「本件事案」という。）についての諮問を行った。 

 

第３ 争点 

   本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。 

 

第４ 請求人の主張要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件各処分を取り消し、対象文書を特定し、さらに公文書を開示するとの裁決

を求めるものである。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書によると、おおむね以下のと

おりである。 

 （１）公文書の特定に関する主張 

ア 今回開示請求を行った資料「じん肺法施行規則第３７条第１項の規定に基

づいて平成２９年１月１日から令和３年２月末日までに所轄労働基準監督

署を通じて群馬労働局長へ提出したじん肺健康管理実施状況報告」は、群

馬労働局の労働基準監督署へ提出したいわゆる「じん肺健康管理実施状況

報告」である。 

イ 今回開示請求の対象とした前橋校及び太田校（以下併せて「各専門校」と

いう。）は、過日受領した別件の公文書部分開示決定通知書において、じ

ん肺法（昭和３５年法律第３０号）第８条の規定に基づく定期健康診断を

実施している事情が認められる。そして、「特殊業務従事者健康診断実施

報告書」と題する資料も文書の存在が認められている。よって、じん肺法

第８条第１項第１号の「常時粉じん作業に従事する労働者」が２つの産業

技術専門校に在籍しているものと予想する。すなわち、じん肺法第２条第

１項第５号「事業者 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第２条

第３号に規定する事業者で、粉じん作業を行う事業に係るものをいう。」

における事業者に該当するものである。したがって、じん肺法第４４条に

関する「厚生労働省令で定めるところ」としてじん肺法施行規則（昭和３

５年労働省令第６号。以下「施行規則」という。）第３７条第１項の規定

に基づく、いわゆる「じん肺健康管理実施状況報告」の提出の措置義務を
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免れないものと思料する。よって、各専門校もじん肺法上の「事業者」に

該当し、じん肺健康管理実施状況報告の都道府県労働局長への報告義務が

あるものである。 

 そして、平成２９年１月１日以降に報告期日である毎年２月末日は令和

３年２月末日までに５回ある。つまり、各専門校においてそれぞれ少なく

とも５件のじん肺健康管理実施状況報告があってしかるべきである。つま

り、本件各処分では文書の特定が不十分である。 

（２）公文書の存否に関する主張 

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項のいわゆる一般

職の地方公務員であって非現業の事業場に所属する者（以下「一般職の地

方公務員」という。）には、同法第５８条第２項及び第３項において、労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）又は労働安全衛生法に係る適用除外

の条項が列挙されている。しかし、地方公務員法の全条文を見返しても、

じん肺法にかかわる適用除外の法的根拠は認められない。一方で、国家公

務員法（昭和２２年法律第１２０号）附則第１６条及び自衛隊法（昭和２

９年法律第１６５号）第１０８条には、国家公務員及び自衛隊員にかかわ

るじん肺法を適用除外とする条文が示されている。もちろん、じん肺法の

全条文を見返しても、一般職の地方公務員を適用除外とする記述は認めら

れないものである。よって、一般職の地方公務員又は地方自治体である事

業者であっても、じん肺法の適用除外とならないものと、請求人は思料す

る。 

イ 地方公務員法第５８条第５項の規定により、労働基準法及び労働安全衛生

法に係る労働基準監督機関は、群馬県庁の知事部局の場合には群馬県人事

委員会となる。確かに、今回審査請求の対象とした産業技術専門校も、労

働基準法別表第１第１２号の業種の行政機関であるから、群馬県人事委員

会が労働基準監督機関となる。しかし、これらは、「労働基準法、労働安

全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律」に限っての

問題であり、じん肺法は地方公務員法第５８条第５項に列挙されていない。

そして、施行規則は、粉じん障害防止規則（昭和５４年労働省令第１８号）

のもととなる労働安全衛生法に紐づくものではなく、まさしくじん肺法に

連なる厚生労働省令である。 

よって、施行規則は地方公務員法第５８条第５項の「これらの規定に基

づく命令」にも該当しない。以上のとおり、「労働基準監督機関である群

馬労働局には本校に関する監督権限がない」とする主張は、地方公務員法

第５８条第５項の拡大解釈である。 

  したがって、いかなる事業者においてもじん肺法上の労働基準監督機関は

厚生労働省設置法で規定された都道府県労働局及び労働基準監督署である
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と請求人は確信している（厚生労働省設置法（平成１１年法律第９７号）

第４条第１項第４４号、厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第

１号）第７９０条第５号）。 

  他県ではあるが、兵庫県、大分県、山形県において労働基準法別表第１第

１２号の業種の行政機関である点で各専門校と性質を同じくする事例につ

いては労働基準監督署へ報告義務がある旨の見解が示されたため、これら

の資料を行政不服審査法第３２条第１項の証拠書類として提出する。 

ウ 以上から、各専門校は、所轄労働基準監督署長を通じて群馬労働局長にじ

ん肺健康管理実施状況報告の提出義務があることから、じん肺法上の労働

基準監督機関としての群馬労働局への提出文書が不存在であるとすること

は不合理である。 

（３）求める裁決について 

   対象文書が不存在であるとする２件の行政処分及び「労働基準監督機関で

ある群馬労働局には本校に関する監督権限がないため提出しておらず、作成も

していないため」等とする「公文書が存在しない理由」は、じん肺法及び施行

規則の規定に抵触するものであるから不合理である。よって、２件の行政処分

を取り消し、対象文書を特定し、さらに公文書を開示するとの裁決を求めるも

のである。 

 

第５ 実施機関の主張要旨 

   実施機関の主張は、弁明書及び実施機関の口頭での説明（以下「口頭説明」と

いう。）によると、おおむね以下のとおりである。 

 １ 弁明書における主張要旨 

 （１）本件請求に係る公文書の特定について 

    各専門校が平成２９年１月１日から令和３年２月末までの間に労働基準監督

署を経由して、群馬労働局長へ提出したじん肺健康管理実施状況報告（以下

「本件公文書」という。）を特定した。 

 （２）本件請求公文書が存在しない理由について 

    請求者から本件請求に先立つ同旨の別件の公文書開示請求（以下「別件請

求」という。）を受けて調査したが、各専門校において群馬労働局へじん肺法

に係る健康管理の実施状況報告をしていなかったため、本件公文書を作成して

おらず、保有していなかったことから公文書不存在決定を行った。 

（３）報告の提出先について 

令和３年分からでも報告する意向で、報告先について群馬県人事委員会事

務局、前橋及び太田の各労働基準監督署並びに群馬労働局に問合せたが、各機

関とも当該報告の受理権限はないとの回答を得た。 

しかし、今回の審査請求書の内容を確認したところ、他県においては労働
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局（所轄労働基準監督署）が受理している状況が判明したことから、前橋校の

担当者が厚生労働省本省及び群馬労働局に報告先について再度照会をした。そ

の結果、群馬労働局がじん肺法に係る健康管理の実施報告書を受理する旨の回

答を得た。 

（４）令和３年分の報告について 

群馬労働局からの回答に基づき、今後は所管の各労働基準監督署を経由し

て群馬労働局長にじん肺法に係る健康管理の実施報告を行うこととし、令和４

年２月末までに提出すべき報告書について、期限後でも受理する旨を所管労働

基準監督署に確認したため、前橋校分について令和４年４月８日付けで前橋労

働基準監督署に、太田校分については令和４年４月１２日付けで太田労働基準

監督署にそれぞれ報告書類（以下併せて「令和３年分報告」という。）を提出

した。 

 

２ 口頭説明における主張要旨 

   弁明書における主張に加え、次の説明を行った。 

（１）特殊業務従事者健康診断の実施に関する事務について 

各専門校では県の特殊業務従事者健康診断実施要領（以下「本件要領」と

いう。）に基づき、毎年、特殊健康診断を実施し、その結果を実施機関の組織

である総務事務管理課に報告を行っていた。当該報告は、本件公文書に記載さ

れる内容より詳細な内容であり、報告の時期は健康診断受診及び病院に対する

費用の支払いが終了し、必要な事務処理が完了した時点である。また、各専門

校において、特殊健康診断の対象となる職員は例年２名おり、本件公文書とし

て報告の対象となる全ての期間において総務事務管理課あて報告を行っていた。 

（２）報告の必要性及び提出先の認識について 

各専門校は、別件請求を受けた際、初めて施行規則第３７条による報告義務

があることを認識した。このため、令和３年分からでも報告したいと考え、提

出先について人事委員会及び所管労働基準監督署に確認を行ったが、前橋校は

人事委員会から令和４年２月９日に、前橋労働基準監督署から同８日に、太田

校は人事委員会から令和４年２月２日に、群馬労働局から同月４日に監督権限

がない旨の回答を受けた。 

なお、最終的に労働局長に監督権限がある旨の回答を得たために令和３年

分報告に係る報告書を提出したことは、弁明書記載のとおりである。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件審査請求について 
  本件請求に係る公文書は、「太田産業技術専門校及び前橋産業技術専門校に

ついて、じん肺法施行規則第３７条第１項の規定に基づいて平成２９年１月１
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日から令和３年２月末日まで所轄労働基準監督署を通じて群馬労働局長へ提出

したじん肺健康管理実施状況報告」である。実施機関は、本件請求に係る公文

書を本件公文書と特定した上で、作成していないため不存在であるとして本件

各処分を行った。これに対し請求人は、本件各処分を取り消し、対象文書を特

定し、公文書を開示することを求めている。 
そこで、審査会において当事者の全ての主張内容を吟味した結果を踏まえ、以

下、本件各処分の妥当性について検討する。 
 
２ 本件請求に係る公文書の特定について 

実施機関は本件請求に係る公文書について本件公文書であると特定した。請求

人は、本件各処分では対象公文書の特定が不十分であると主張するが、実施機関

は本件開示請求書に記載のとおりに、根拠法令、提出期間、提出先及び報告の名

称により本件請求に係る公文書の特定を行っており、実施機関が本件請求に係る

公文書として本件公文書を特定したことは妥当である。 

 

３ 本件公文書の存否について 

（１）実施機関は、本件公文書を作成していない理由として、じん肺法に関する

健康管理実施状況に関する報告については、労働基準監督機関である群馬労働

局には本校に関する監督権限がないため、提出しておらず、作成もしていない

ためとしている。 

そこで本件請求時点において、本件公文書を作成していなかったとの主張

の妥当性について検討する。 

（２）法令の定め 

じん肺法第８条各号は、事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対

して定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない旨を定めている。また、

同法第４４条は「厚生労働大臣、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、

この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めると

ころにより、事業者に、じん肺に関する予防及び健康管理に関する事項を報告

させることができる。」と定めており、これを受けた施行規則第３７条第１項

では、「事業者は、毎年、１２月３１日現在におけるじん肺に関する健康管理

の実施状況を、翌年２月末日までに、様式第８号により当該作業場の属する事

業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長

に報告しなければならない。」（以下「規則報告」という。）と定めている。 

ここで「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう

（じん肺法第２条第１項第５号、労働安全衛生法第２条第３号）ため、各専門

校は事業者にあたると考えられる。 

なお、国家公務員法や自衛隊法が適用される労働者についてはじん肺法の
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適用が除外されるが、実施機関の労働者である地方公務員については地方公務

員法第５８条第２項により一部の法律が適用除外とされているものの、じん肺

法は適用除外とされていない。 

（３）各専門校における規則報告の義務について 

実施機関によれば平成２８年から令和２年末までの間に各専門校は常時じ

ん肺作業に従事する労働者を有していたとのことである。このため、実施機関

における各専門校は、じん肺法に係る健康診断及びじん肺法に係る健康診断の

実施報告書を作成し、群馬労働局長に報告を行う義務があったものと認められ

る。 

（４）実施機関の主張の合理性 

前述のとおり、実施機関の各専門校は、本件公文書を作成すべき法令上の

義務があったと認められる。 

実施機関の説明によると、別件請求以前においては各専門校は当該義務に

ついて認識していなかったため報告を行っていなかったが、別件請求があった

ことにより法令による報告義務があることを把握した。そして報告先として考

えられる、前橋及び太田の各労働基準監督署並びに群馬労働局に問合せたが、

いずれの機関からも当該報告の受理権限はないとの回答を得たとのことである。

このため、別件請求から間もない本件請求時においても、群馬労働局には各専

門校に対する監督権限がなく、群馬労働局に報告書を提出することができない

と考えていたものと認められる。 

仮に、本件請求時において各専門校が規則報告の報告先を認識していたと

すれば、各専門校において特殊健康診断は実施しており、庁内において規則報

告よりも詳細な内容の報告を行っていたことを考慮すれば、規則報告のみをあ

えて実施しない合理的な理由を見いだすことはできない。 

このことから、本件請求時点において各専門校は群馬労働局を報告先とす

るじん肺法に係る健康診断の実施報告書を作成していないため、本件公文書は

作成も取得もしていないとの実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められ

ず、これを覆すに足る事情も認められない。 

（５）結論 

請求人は、「労働基準監督機関である群馬労働局には本校に関する監督権

限がないため提出しておらず、作成もしていないため」等とする「公文書が存

在しない理由」は不合理であると主張する。確かに、労働基準監督署を経由し

て群馬労働局へ規則報告を行うべきことが確認されたことから、各専門校が本

件各処分に際し付した理由については、そこに記載された各専門校の対応につ

いて法令解釈の誤りが存することは否定できない。 

しかし、法令解釈の誤りが存するとはいえ、当審査会において認定した本

件各処分時の実施機関の認識を前提とすれば、群馬労働局宛の報告書を作成も
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提出もしなかったという、実施機関が本件各処分を行った際の本件公文書不存

在の理由そのものが不自然、不合理であるとはいえない。 

以上の理由から、当審査会としては、本件公文書は存在しないとした実施

機関の判断は妥当であり、取り消す必要はないと判断した。 

 
４ 付言 

   各専門校が施行規則第３７条第１項の報告を行っていなかったことは法令に基

づく事務に反するものである。じん肺法は、じん肺に関し、適正な予防及び健康

管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増

進に寄与することを目的とするものである。実施機関においては、かかる法令の

趣旨を踏まえ、今後同様の事態が生じることのないよう、各所属に対する適正な

法令解釈の周知徹底に努められたく、その旨付言する。 

 

 ５ 請求人のその他の主張について 

   請求人はその他種々主張するが、本審査会の判断を左右するものではない。 

  

 ６ 結論 

   以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第７ 審査の経過 

   当審査会の処理経過は、以下のとおりである。 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

 
年  月  日 

 
内    容 

  令和 ４年 ６月２９日 諮問 
 

  令和 ４年 ７月２８日 
  （第９２回 第二部会） 

審議（本件事案の概要説明） 
 

  令和 ４年 ９月 ７日 
  （第９３回 第二部会） 

審議（実施機関の口頭説明） 
 

令和 ５年 ４月２５日 
  （第９５回 第二部会） 

審議 
 

令和 ６年 ３月１２日 
 

答申 
 

 


